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本書においては、以下の略称を使用しております。

米トレーサビリティ法：「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝

達に関する法律」(平成21年法律第26号)

政令：「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施

行令」(平成21年政令第261号)

記録省令：「米穀等の取引等に係る情報の記録に関する省令」(平成21年財務省

令・農林水産省令第1号)

伝達命令：「米穀等の産地情報の伝達に関する命令」(平成21年内閣府令・財務

省令・農林水産省令第1号)

告示：「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施

行令第１条第１号の農林水産大臣が定める方法及び基準を定める件」(平成

21年11月５日農林水産省告示第1551号)

ＪＡＳ法：「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(昭和21年

法律第175号)
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米トレーサビリティ制度Ｑ＆Ａ～追加編～ 目次

１ 生産者編

（問１）生産者が自ら生産した米穀を「おにぎり」にして、イベントで無償配

布した場合、記録の作成・保存や産地情報の伝達は必要ですか。

（問２）縁故米（無償譲渡米）を受け取った親戚等が、自ら営む飲食店で米飯

として客に提供した場合、どのような記録の作成・保存をする必要があ

りますか。

（問３）自ら生産した米穀を自ら加工して加工品を販売する場合には、生産者

の立場と、加工品製造業者の立場、それぞれの立場での出荷・入荷の記

録の作成・保存、産地情報の伝達が必要ですか。

（問４）生産者がＪＡ等のＣＥ等（カントリーエレベーター及びライスセンタ

ー）に出荷した米穀のうち、自家保有米を引き取る場合、記録の作成・

保存は必要ですか。

２ 応用編

（問５）不特定多数の人が使用するコイン精米機において、色彩選別機等では

ねられたヤケ米等について引き取り業者に譲渡しを行う場合には、取引

の記録の作成・保存や産地情報の伝達は必要ですか。

（問６）ライスセンター等から発生する砕米や色選下米などを他の米穀事業者

に有償譲渡する場合、どのような記録の作成・保存をする必要があるの

ですか。

（問７）取引等の記録の「搬出入した場所」の記載について、業者名のみで住

所（地名）はなくてもよいか。

（問８）スーパーや百貨店等で、米穀を一般消費者に試食用及びサンプル用と

して無償配布した場合、記録の作成・保存や産地情報の伝達は必要です

か。

（問９）営業用のサンプルを各取引先の担当者に無償で配る際にも取引等の記

録の作成・保存は必要ですか。

（問10）一般消費者への提供をした米穀等の食べ残しについて廃棄した場合、

記録の作成を要しないとのことですが、どこまでが食べ残しに該当しま

すか。

（問11）品位の検査等でサンプルを検査機関へ送付する場合、５ｋｇ未満であ

っても記録が必要ですか。



- 3 -

（問12）指定米穀等である飲食料品の原材料として、指定米穀等である飲食料

品を用いている場合、原材料に用いた指定米穀等について産地情報の伝

達は必要ですか。

（問13）社員食堂での産地情報伝達の義務とその主体はどうなりますか。

（問14）賄い食の提供についても、産地情報の伝達が必要ですか。

３ 対象品目編

（問15）「米粉ミックス粉（米粉８０％、小麦グルテン１７％、その他３％）」

は、調査の対象となる「米粉調製品」に該当しますか。

（問16）発芽玄米、コラーゲン米、ビタミン強化米などは、調査の対象となり

ますか。

（問17）玄米・精米に雑穀やビタミン強化米などを混合したものは、調査の対

象となりますか。

（問18）玄米・精米ではなく、発芽玄米に小豆などの豆類や雑穀を混合したも

のは、調査の対象となりますか。

（問19）「種こうじ」は調査の対象となりますか。
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（問１）生産者が自ら生産した米穀を「おにぎり」にして、イベ

ントで無償配布した場合、記録の作成・保存や産地情報の

伝達は必要ですか。

（答）

自ら生産した米穀を原料とした「おにぎり」を、イベントなどで無償配布

することは、一般消費者への販売や提供ではありませんので、米トレーサビ

リティ法第３条の取引等の記録の作成・保存（同法第６条）、同法第８条の

産地情報の伝達は必要ありません。

（注）提供とは、レストランなど飲食のための施設を設け、サービスとして料理等を

提供する形式を指す。

販売とは、上記「提供」に当たらない有償での譲渡し（小売店などで商品を販

売する場合など）を指す。

（問２） 縁故米（無償譲渡米）を受け取った親戚等が、自ら営

む飲食店で米飯として客に提供した場合、どのような記録

の作成・保存をする必要がありますか。

（答）

１ 生産者が親戚等の自家消費用として無償で譲渡すことは、米穀等の販

売、輸入、加工、製造又は提供の事業を行っているとは言えないため、

米トレーサビリティ法の対象とはなりません。

２ しかしながら、譲受けた親戚等が、自家消費をしないで、自ら営む飲

食店で米飯として客に提供することは、米穀事業者としての譲受けとな

ることから、無償での譲受けであっても入荷（譲受け）の記録の作成・

保存及び一般消費者への産地情報の伝達が必要となります。
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（問３）自ら生産した米穀を自ら加工して加工品を販売する場合

には、生産者の立場と、加工品製造業者の立場、それぞれ

の立場での出荷・入荷の記録の作成・保存、産地情報伝達

が必要ですか。

（答）

１ 米穀を生産した者と加工品を販売する者が、別法人である場合には、事業

者間取引として米トレーサビリティ法に基づく、取引記録の作成・保存、産

地情報の伝達が必要です。

２ 一方、同一法人である場合には、記録省令第１条第２項の規定に基づき、

米穀等の譲受けと当該米穀等（これを原材料とする米穀等を含む。）の譲渡

しとの相互の関係が明らかになるよう努めることが求められます。

（問４）生産者がＪＡ等のＣＥ等（カントリーエレベーター及び

ライスセンター）に出荷した米穀のうち、自家保有米を引

き取る場合、記録の作成・保存は必要ですか。

（答）

１ 生産者が自家保有米の米穀と出荷米（販売用（委託を含む））を区別する

ことなくＣＥ等に出荷した場合には、その全量について、米トレーサビリテ

ィ法第３条の記録の作成・保存（同法第６条）及び同法第４条の産地情報の

伝達が必要になり、ＪＡ等は同様に入荷の全量について、同法第３条の記録

の作成・保存（同法第６条）が必要となります。

２ 自家保有米を引き取る場合は、米穀事業者間の搬出、搬入となることから、

生産者及びＪＡ等双方に同法第５条による取引等の記録の作成・保存（同法

第６条）が必要となります。



- 6 -

（問５）不特定多数の人が使用するコイン精米機において、色彩

選別機等ではねられたヤケ米等について引き取り業者に譲

渡しを行う場合には、取引の記録の作成・保存や産地情報

の伝達は必要ですか。

(答）

砕米や色彩選別機等から発生する「ヤケ米等」であっても米トレーサビリ

ティ法の「米穀等」に該当いたしますので、コイン精米機の設置業者が出荷、

販売する場合（事業者がそれを入荷、購入する場合）には取引の記録の作成

・保存が必要となります。

また、平成２３年７月１日以降は食用として米穀事業者に譲渡しを行う場

合には、「産地」についての記録及び伝達が必要となります。

（問６）ライスセンター等から発生する砕米や色選下米などを他

の米穀事業者に有償譲渡する場合、どのような記録の作成

・保存をする必要があるのですか。

（答）

砕米や色選下米も米穀ですので、他の米穀事業者に有償・無償に関わらず、

譲渡しをする場合には、米トレーサビリティ法第３条の取引等の記録の作成

・保存（同法第６条）、同法第４条の産地情報の伝達が必要です。

（問７）取引等の記録の「搬出入した場所」の記載について、業

者名のみで住所（地名）はなくてもよいか。

(答）

記録省令第２条第１項第６号及び第５条第１項第４号、第５号において、
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「搬出又は搬入した事務所等その他の場所」等と規定されており、搬出又は

搬入をした場所として、事務所名、倉庫名、工場名等で場所が特定できる場

合は、必ずしも住所を併記する必要はありません。

（問８）スーパーや百貨店等で、米穀等を一般消費者に試食用及

びサンプル用として無償配布した場合、記録の作成・保存

や産地情報伝達は必要ですか。

（答）

米穀等を試食用又はサンプル用として無償配布することは、一般消費者へ

の販売ではありませんので、米トレーサビリティ法第３条の取引等の記録の

作成・保存（同法第６条）、同法第８条の産地情報の伝達は必要ありません。

（注）提供とは、レストランなど飲食のための施設を設け、サービスとして料理等を提供

する形式を指す。

販売とは、上記「提供」に当たらない有償での譲渡し（小売店などで商品を販売す

る場合など）を指す。

（問９）営業用のサンプルを各取引先の担当者に無償で配る際に

も取引等の記録の作成・保存は必要ですか。

(答）

１ 米トレーサビリティ法では目的や量に関係なく米穀事業者が米穀等を他の

米穀事業者に譲り渡した際にはその記録の作成・保存が必要となります。

２ しかしながら、営業用のサンプルを米穀事業者の担当者に配る行為は、一

般消費者へのサンプルの譲受け・譲渡しと同様に取り扱うこととし、取引等

の記録の作成・保存は必要ありません。
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（問10）一般消費者への提供をした米穀等の食べ残しについて廃

棄した場合、記録の作成を要しないとのことですが、どこ

までが食べ残しに該当しますか。

(答）

１ 一般消費者への提供をした米穀等の食べ残しには、食器に盛り付けられた

ものだけでなく、一般消費者へ提供するために厨房等で調理されたものの残

りも含まれます。また、同様に小売店の厨房等で販売用に調理し、残ったも

のについても廃棄の記録は必要ありません。

２ 一方、最終的には一般消費者への提供、販売に供される米穀等であっても、

米穀事業者に譲り渡す予定のものの売れ残りの廃棄については記録の作成・

保存の必要があります。

（問11）品位の検査等でサンプルを検査機関へ送付する場合、５

ｋｇ未満であっても記録が必要ですか。

(答）

１ 取引等の記録の作成を要しない場合として、米トレーサビリティ法第５条

記録省令第６条第１号において「残留する農薬についての検査、品位等の検

査その他の検査を行うため、必要最小限の米穀等について廃棄をした場合（１

回の検査につき５ｋｇ以上の米穀等について廃棄した場合を除く。）」と規定

されており、検査目的であっても、廃棄以外の場合の例外は認められており

ません。

２ したがって、検査目的であっても当該米穀等を米穀事業者に譲り渡す場合

等には米トレーサビリティ法第３条による取引等の記録の作成・保存（同法

第６条）、また、米穀事業者以外に譲り渡す場合には、同法第５条の規定に

よる搬出の記録の作成・保存（同法第６条）が必要となります（一般的に検

査機関自体は米穀事業者には該当いたしません。）。
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また、検査目的で統計学上必要最小限とされている量を採取し、廃棄する

場合であっても、その量が１回の検査につき５ｋｇ以上である場合には、廃

棄の記録が必要となります。

（問12）指定米穀等である飲食料品の原材料として、指定米穀等

である飲食料品を用いている場合、原材料に用いた指定米

穀等について産地情報の伝達は必要ですか。

(答）

１ 産地情報の伝達が必要になるのは、最終的な「指定米穀等」の原材料に用

いた米穀だけでなく、原料に用いた「他の指定米穀等」についても原材料と

なる米穀について、産地の記録・保存、産地情報の伝達をする必要がありま

す。

２ しかしながら、「指定米穀等」の原材料に「他の指定米穀等」として「清

酒、単式蒸留しょうちゅう、みりん」を使用した場合には、「清酒、単式蒸

留しょうちゅう、みりん」の原材料である米穀の産地を表記する必要はあり

ません。

（問13）社員食堂での産地情報伝達の義務とその主体はどうなり

ますか。

（答）

一般消費者への産地情報伝達の義務は、食事の提供を事業として営まれて

いる場合に発生するため、①社員食堂の経営を外部の事業者に委託している

場合は外部の事業者が、②社員への食事の提供を自らの事業として営んでい

る場合は会社自体が、それぞれ利用者に対する産地情報の伝達が必要です。



- 10 -

（問14） 賄い食の提供についても、産地情報の伝達が必要です

か。

（答）

賄い食については、従業員に対し食事を提供をしているものですが、その

食事の提供は、一般的にみて事業として営まれているものではないので、米

トレーサビリティ法第８条の産地情報の伝達は必要ありません。

（問15）「米粉ミックス粉（米粉８０％、小麦グルテン１７％、

その他３％）」は、調査の対象となる「米粉調製品」に該当

しますか。

（答）

１ 米トレーサビリティ法の対象となる米穀等とは、政令第１条第１号におい

て、米穀粉、米穀のひき割りしたもの及びミールその他米穀を農林水産大臣

が定める方法により加工したものと定められており、その基準は、告示にお

いて、

① 米穀、小麦、大麦、はだか麦若しくはライ小麦の粉、ひき割りしたもの、

ミール若しくはペレット又はでん粉の含有量の合計が当該調製食料品の全

重量の８５％を超えていること

② 米穀産品、小麦産品、大麦産品及びでん粉のうち、米穀産品が最大の重

量を占めること

と定められています。

２ したがって、当該米粉ミックス粉（米粉８０％、小麦グルテン１７％、そ

の他３％）については、米穀の粉である米粉が８０％であることから、要件

②は満たしているものの、「小麦グルテン」は小麦の粉に該当しないため、

要件①の基準を満たさないことから、当該米粉ミックス粉は調査の対象とは

しません。
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（問16）発芽玄米、コラーゲン米、ビタミン強化米などは、調査

の対象となりますか。

(答）

発芽玄米、コラーゲン米、ビタミン強化米などは、政令第１条第５号に該

当しますので、調査の対象とします。

（問17）玄米・精米に雑穀やビタミン強化米などを混合したもの

は、調査の対象となりますか。

(答）

１ 米穀（玄米・精米（黒米、赤米、緑米を含む。））と雑穀やビタミン強化米

を混合した商品は、政令第１条第５号に該当しますので、調査の対象としま

す。

なお、ビタミン強化米を含む袋詰め精米は「玄米及び精米品質表示基準」

に基づき、精米の原料原産地の表示しか行われておらず、ビタミン強化米の

部分についての産地表示は行われておりませんので、米トレーサビリティ法

に基づき、ビタミン強化米の原料米について産地情報を伝達する必要があり

ます。

２ 類似性の高い商品として、玄米・精米と小豆などの豆類や雑穀等がそれぞ

れ個別に包装され、同包されている商品がありますが、これも同様に、政令

第１条第５号に該当しますので、調査の対象とします。

（問18）玄米・精米ではなく、発芽玄米に小豆などの豆類や雑穀

を混合したものは、調査の対象となりますか。
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(答）

発芽玄米は、米穀を加熱による調理その他の調製をしたものであり、これ

に小豆などの豆類や雑穀を混合したものは、政令第１条第５号に該当します

ので、調査の対象とします。

（問19）「種こうじ」は調査の対象となりますか。

(答）

１ 米トレーサビリティ法の対象となる「米こうじ」とは、一般的に米にこう

じ菌を繁殖させたものを指します。

２ 一方、米こうじを作る際に用いる「種こうじ」については、こうじ菌を精

製したものを「種こうじ」として流通している場合と、「米こうじ」を「種

こうじ」として流通している実態があります。

したがって、「種こうじ」として取り扱われているものが、具体的に「米

こうじ」に該当するかどうかについては、個別に判断することとなり、「種

こうじ」として取り扱われるものが「米こうじ」と同様のものであれば米ト

レーサビリティ法の対象となり、こうじ菌のみを精製したのものであれば対

象となりません。


